
会
社
の
し
く
み
（
１
）

�

会
社
の
種
類

　
今
回
か
ら
数
回
に
わ
た
り
会
社
の

し
く
み
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
第

１
回
目
は
会
社
の
種
類
に
つ
い
て
で

す
。

　

４
種
類
の
会
社

　
会
社
に
は
、
株
式
会
社
、
合
名
会

社
、
合
資
会
社
、
合
同
会
社
の
４
種

類
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
会
社
の
持
ち

主
で
あ
る
「
出
資
者
」
＝
「
社
員
な

い
し
株
主
」
の
責
任
範
囲
が
ど
こ
ま

で
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
社
員
」
は

日
常
生
活
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
従

業
員
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
会
社
の
出
資
者
の
こ
と
を
、
法

律
上
は
「
社
員
」
と
い
い
、
特
に
株

式
会
社
の
社
員
を
「
株
主
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

　
社
員（
株
主
）の
責
任
の
範
囲

　
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
次
の

４
つ
の
概
念
が
あ
り
ま
す
。
①
直
接

責
任
②
間
接
責
任
③
無
限
責
任
④
有

限
責
任
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
ま

し
ょ
う
。

①�

直
接
責
任
と
は
、
社
員
が
会
社
の

債
権
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負

う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
会
社

債
権
者
は
、
会
社
が
支
払
っ
て
く

れ
な
い
場
合
に
直
接
社
員
に
請
求

で
き
ま
す
。

②�

間
接
責
任
と
は
、
社
員
は
会
社
に

対
し
出
資
義
務
を
負
う
の
み
で
、

会
社
債
権
者
に
対
し
て
は
会
社
を

通
し
て
と
い
う
形
で
間
接
的
に
し

か
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
で
す
。

会
社
債
権
者
は
、
会
社
が
支
払
わ

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
社
員
に
請

求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

③�

無
限
責
任
と
は
、
会
社
が
負
っ
て

い
る
債
務
に
つ
い
て
、
社
員
が
そ

の
個
人
財
産
に
よ
り
限
度
無
し
に

責
任
を
負
う
こ
と
で
す
。

④�

有
限
責
任
と
は
、
社
員
は
、
会
社

の
負
債
に
つ
い
て
一
定
の
限
度
で

し
か
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
で
す
。

　

合
名
会
社
と
は

　
社
員
の
全
員
が
直
接
責
任
・
無
限

責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
会
社
形
態

で
す
。
で
す
か
ら
、
債
権
の
相
手
方

が
合
名
会
社
な
ら
、
そ
の
社
員
の
個

人
財
産
に
対
し
て
も
無
限
の
請
求
が

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

合
資
会
社
と
は

　
直
接
責
任
・
無
限
責
任
を
負
う
社

員
と
直
接
責
任
・
有
限
責
任
を
負
う

社
員
か
ら
な
る
会
社
形
態
で
す
。
会

社
の
債
権
者
は
社
員
の
財
産
に
対
し

て
請
求
で
き
ま
す
が
、
有
限
責
任
社

員
に
対
し
て
は
一
定
の
限
度
（
出
資

未
履
行
分
）
ま
で
し
か
請
求
で
き
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
合
名
会
社
・
合
資
会
社
の
社

員
は
、
原
則
会
社
の
業
務
執
行
に
参

加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

株
式
会
社
と
は

　
こ
れ
に
対
し
て
、
株
式
会
社
は
、

間
接
責
任
・
有
限
責
任
の
社
員
（
こ

れ
を
「
株
主
」
と
い
い
ま
す
）
か
ら

な
る
会
社
で
す
。
す
な
わ
ち
、
社
員

に
直
接
責
任
は
な
い
の
で
、
会
社
の

業
務
執
行
の
権
限
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

会
社
の
債
権
者
は
社
員
（
株
主
）
個

人
に
対
し
て
は
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
社
員
は
、
債
権
者
に
対
し

て
出
資
の
限
度
で
し
か
責
任
を
負
い

ま
せ
ん
。

　

合
同
会
社
と
は

　
こ
の
会
社
形
態
は
、
２
０
０
６
年

の
会
社
法
施
行
の
際
に
新
し
く
設
け

ら
れ
た
も
の
で
、
株
式
会
社
と
同
様

に
、
有
限
責
任
・
間
接
責
任
の
社
員

か
ら
な
る
会
社
で
す
。
株
式
会
社
と

異
な
る
こ
と
は
、
社
員
が
原
則
と
し

て
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
定
款
に

よ
っ
て
一
部
の
社
員
の
み
を
業
務
執

行
社
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
民
法
上
の
組
合
と
同
様
に
、
原
則

と
し
て
契
約
自
由
の
原
則
が
支
配
し
、

機
関
設
計
や
社
員
の
権
利
内
容
等
に

つ
い
て
広
く
定
款
自
治
に
委
ね
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

有
限
会
社（
特
例
有
限
会
社
）と
は

　
会
社
法
施
行
以
前
に
、
有
限
会
社

法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
て
い
た
会

社
で
、
会
社
法
施
行
後
も
従
前
の
例

に
よ
る
と
さ
れ
る
株
式
会
社
の
こ
と

で
す
。
新
に
設
立
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
従
来
の
有
限
会
社
の
メ

リ
ッ
ト
で
あ
る
決
算
公
告
義
務
が
な

い
な
ど
の
利
点
を
享
受
で
き
ま
す
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
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山
下
江
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